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保 存 版 

台風接近時の対応ガイドライン 
※「台風接近時」では、ほとんどの場合長崎市教育委員会からの指示に従って対応しています。 

 

【 登 校 】 

《前日までに判断できた場合》 

「文書」でお知らせします！ 

・「臨時休業」等の判断についてお知らせします。 

・「安心安全メール・ホームページ」でお知らせする場合もあります。 

《当日に判断しなければならない場合》 

６：３０頃に、「安心安全メール・ホームページ」でお知らせします！ 

    ・台風の進路や速度が変わった場合等の対応になります。 

・「臨時休業」か「登校」かのどちらかをお知らせします。 

    ・「登校」には、「時間を遅らせての登校」の場合もあります。 

 

   ※被害が大きく、停電等でメールや電話が使用できない場合も考えられます。 

まずは、自宅や避難所等で、身の安全を確保してください。 

 

 

【 下 校 】 

《在校中に、台風の進路や速度が変わり、接近してきた場合》 

  授業を打ち切り、直ちに「下校」させる場合があります！ 

     ・学校の対応は「安心安全メール・ホームページ」でお知らせします。 

    ・「台風接近」がさらに早まり「危険」と判断した場合は、「生徒引き取りカード」に沿っ

て保護者に迎えに来ていただく場合があります。 

 

 

〇保護者の判断で、自宅待機または欠席される場合は、必ず学校にご連絡ください。 

〇各種「警報」が解除になるまでは、絶対に自宅から出ないように指導してください。 

〇「緊急時の下校先」について、家族で話合いをしておいてください。 

 

 


